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東京電力福島第一原子力発電所事故の原因と課題

地震発生

非常用設備は正常に作動
・制御棒自動挿入（原子炉停止）
・外部電源喪失
・非常用発電機起動（電源確保）
・非常用冷却システム作動

津波襲来

・非常用発電機停止（電源喪失）

・非常用冷却システム停止

原子炉水位低下
炉心露出
炉心損傷

地震発生

非常用設備は正常に作動
・制御棒自動挿入（原子炉停止）
・外部電源受電（電源確保）
・非常用冷却システム作動

津波襲来

・外部電源受電（電源確保）

・非常用冷却システム作動

原子炉水位を維持
被災した冷却ポンプを復旧
冷温停止

炉心損傷に至った直接的な原因は、全ての電源や冷却機能が失われた結果と
して、原子炉の冷却が出来なくなったこと。
→全交流電源喪失、海水冷却系喪失の緊急事態に至っても、安定的に冷却し、
冷温停止状態に繋げることができる対策を実施（緊急安全対策）

①シビアアクシデントの防止
・地震・津波への対策の強化
・緊急時の電源確保、電源の信頼性向上
・緊急時の原子炉等の冷却機能確保
・アクシデントマネジメント対策徹底 等

・外部の主要変電所の損壊等
・外部電源の送電鉄塔が倒壊
・外部電源を受電する開閉所が津波により被災
・非常用発電機が津波により被災
→これらの設備の耐震強化等の外部電源対策や浸水対策

を実施（電源信頼性向上策、緊急安全対策）

・津波は事前の想定を大きく上回り、非常用発電機や
冷却システムに甚大な被害

・地震動は事前の想定を一部超えたものがあるものの、概
ね下回った。
→津波による全交流電源喪失等への対策（緊急安全対策）、

津波についての想定見直し（耐震バックチェックの迅速化、
指針等の見直し）

・水素爆発への対応やベントの実施、作業環境整備などに
不十分な点
→事前の手順書の作成等実施（シビアアクシデント対策）

③原子力災害への対応
・自然災害と原子力の複合事態に対応
・環境モニタリング強化
・関係機関の役割の明確化
・対外的なコミュニケーション強化 等

④安全基盤の強化/安全文化の徹底
・安全規制行政体制の強化
・法体系や基準・指針類の整備・強化
・原子力安全・防災に係る人材確保 等

②シビアアクシデントへの対応
・水素爆発防止対策強化
・格納容器ベントシステム強化
・事故対応環境の強化
・対応訓練の強化
・計装系の強化 等

電源喪失の原因

津波の想定

事故発生後の対応

上記から導かれる教訓と課題（ＩＡＥＡへの報告）

東京電力福島第一１～３号機 東京電力福島第二
（女川や東海第二もほぼ同様）

（海水系冷却機能喪失） （非常用電源喪失、海水系冷却機能喪失）

＜主要な問題点＞
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短期対策（終了） 中長期対策（２～３年以内に実施）

・手順書等の策定

・電源車
・ポンプ車
・消火ホース

・対応訓練の実施

・防潮堤の設置
・建屋の水密化
・海水ポンプ電動機等の予備品確保

・防潮壁の設置

・空冷式の大容量大型発電機の設置

・非常用発電機の号機間での融
通

・全号機への全送電線接続
・送電鉄塔の点検及び地震対策
・開閉所等の地震対策

・中央制御室の作業環境確保
・水素の排出手段の確保

・通信手段確保
・高線量対応防護服
・ホイールローダ

・電話交換機等の高所移設
・静的水素結合器の設置（ＰＷＲ）

・建屋ベント及び水素検知器の設置（Ｂ
ＷＲ）

緊急安全対策
（3月30日指示、 5月6日評価）

電源信頼性向上対策
（ 4月9日、15日指示、

6月7日評価)
※開閉所の地震対策は６月７日に追加指示

シビアアクシデント
対策

（ 6月7日指示、6月18日評価）

発
生
防
止

発
生
時
の
対
応

配備

配備

東京電力福島第一事故を踏まえた安全対策の概要

2



緊急安全対策実施時ー ＢＷＲ（全交流電源喪失）
タービン

復水器

放水路へ
冷却水

（海水）

① ④
ポンプ付属燃料タンク： （連続運転）

↑
タンクローリー＋軽油タンク

冷温停止を実現するためには要復旧

隔離時冷却ポンプ
（蒸気駆動）

電源車により、中央制御室や
電動弁等に給電し、プラントを
監視できるようにする。

原子炉から発生する蒸気で駆動する冷却
ポンプを利用して、原子炉隔離時冷却系
によって、炉内に給水、冷却を行い、高温
停止させることにより、原子炉を安定させ
る。

原子炉隔離時冷却系により原子
炉を高温停止状態にしている間
に海水冷却機能と電源を復旧さ
せて、冷温停止させる。

原子炉隔離時冷
却系から原子炉
に給水するため
に必要な水を補
給。

仮設ポンプに
て対応

ベント

消防車1台で海水
からの供給も可能

ベントにより、
圧力容器内の
圧力上昇時に、
蒸気を逃して、
圧力を下げる。

緊急安全対策による冷却機能確保ーＢＷＲ（沸騰水型原子炉）

貯水槽

③
原子炉
隔離

時冷却系

主蒸気逃がし安全弁により、原子炉圧力
容器から圧力抑制室へ蒸気を逃し、原子
炉圧力容器の圧力を管理する。

②
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①

②

③

 

ほう酸タンク 

× 4台

ポンプ付属燃料タンク： （連続運転）
↑

ＤＧ用タンク ※発電機車・ポンプ全台使用で

 

充填ポンプ

※冷温停止移行時
は、仮設ポンプを1
台増設

蒸気発生器で発生する蒸気で
駆動するポンプにより蒸気発生
器に給水して、原子炉からの熱
を冷却し高温停止させ、さらに
は仮設ポンプにより冷温停止さ
せる。

蒸気発生器での冷却によ
り、自然循環し、原子炉内
が冷却。

蒸気発生器での
冷却に必要とな
る水を補給。

電源車により中央制
御室等に給電し、プ
ラントを監視できる状
態にする。

仮設ポンプ

緊急安全対策による冷却機能確保ーＰＷＲ（加圧沸騰水型原子炉）
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東京 福島第一１～４号 O.P. +10 O.P. +5.4～5.5

福島第一５，６号 O.P. +13 O.P. +5.6～5.7

北海道 泊１号

泊２号

泊３号

東北 女川１号

女川２号

女川３号

東通 T.P. +13.0 T.P. +8.8 T.P. +15 T.P. +15.0
水密扉への取替え、

防潮堤設置
（３年程度）

東京 柏崎刈羽１号 T.P. +13.2
（注１)

柏崎刈羽２号 T.P. +13.2（注2)

柏崎刈羽３号 T.P. +13.2
（注2)

柏崎刈羽４号 T.P. +13.2
（注2)

柏崎刈羽５号

柏崎刈羽６号

柏崎刈羽７号

中部 浜岡３号

浜岡４号

浜岡５号 T.P +8.0

北陸 志賀１号

志賀２号

O.P. +15

T.P. +15

T.P. +15T.P. +4.0 T.P. +15.0

緊急安全対策における浸水防止措置の概要

・福島第一原子力発電所では、15mの津波が襲来したが、これは、同発電所
　における土木学会の津波高さの評価値5.5mを9.5m上回るものであった。
・このため、各電気事業者においては、各地点の土木学会による津波高さの
　評価値　に9.5mを加えた津波高さ（上限15m）を考慮して、浸水防止措置を
　講じることとしている。

○浸水防止措置の考え方

T.P. +6.8

T.P. +13.2

T.P. +15.0（注１)

T.P.+15.2

T.P. +3.7

（1号：+3.7
2号：+3.6
3号：+3.6
4号：+3.5
5号：+3.6
6号：+3.6
7号：+3.5）

会社名 プラント名

T.P. +5.0

T.P. +11.0

O.P. +約13.8

(14.8mに，地震
による地殻変動
（-約1m:速報値)

を考慮)

T.P. +10

T.P. +12.0

敷地高さ

T.P. +6.0

T.P. ＋9.8

浸水防止措置
（短期対策）により

防止できる浸水高さ

土木学会手法による
平成14年の
津波評価値

O.P. +13.6

浸水防止の
さらなる強化対策

（中長期対策）

T.P. +15.0

O.P. +15以上
（検討中）

福島第一事故を
踏まえ考慮すべき

浸水高さ

T.P. +15

－ －
東北地方太平洋沖
地震による津波高さ

（O.P. +15）

水密扉への取替え等
（３年程度）

水密扉への取替え、
防潮堤設置を検討中

水密扉への取替え、
防波壁設置等
（２～３年程度）

水密扉への取替え、
防潮提の設置等

（２年程度）

水密扉への取替え等
（１．５年程度）

防潮提の設置等
（２年程度）

関西 美浜１号

美浜２号

美浜３号

高浜１号

高浜２号

高浜３号

高浜４号

大飯１号

大飯２号

大飯３号

大飯４号

中国 島根１号 T.P. +15.0
（注１)

島根２号 T.P. +15.0

四国 伊方１号 T.P. +13.8

伊方２号 T.P. +13.8

伊方３号 T.P. +14.2

九州 川内１号

川内２号

玄海１号

玄海２号

玄海３号

玄海４号

原電 敦賀１号 T.P. +3.0 T.P. +2.1 T.P. +11.6
T.P. +6.8

(T.P. +11.6)
 （注3)

水密扉への取替え等
（１．５年程度）

敦賀２号 T.P. +7.0 T.P. + 2.1 T.P. +11.6 T.P. +11.6
（注１) 水密扉への取替え等

（１．５年程度）

東海第二 T.P. +8.0 T.P. + 4.9 T.P. +15 T.P. +15.0
（注１) 水密扉への取替え等

（１．５年程度）

原子力機構 もんじゅ T.P. +21.0 T.P. + 5.2 T.P. +14.7 T.P. +23.0 -

（注１）５月末までに浸水防止措置を完了
（注２）中越沖地震による設備健全性の点検・評価のため長期停止中。この点検・評価の終了までに浸水対策措置を実施する予定。
（注３）定期検査で原子炉は長期停止中。浸水防止措置を行い、遅くとも燃料装荷前（平成24年2月頃）までに完了させる予定。
　　　　なお、現在、全燃料が使用済燃料貯蔵池に保管されており、外部注水と水位監視により冷却機能を維持可能。

T.P. +12.2

T.P. +11.4

T.P. +11.1T.P. +1.6 T.P. +11.1

T.P. +11.0 T.P. +1.9

T.P. +2.7

T.P. +8.5
(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ高さ：

+9.4)
T.P. +8.7

T.P. +13.0

T.P. +10
T.P. +4.0

(1･2号：3.97
/3号：3.66)

T.P. +1.9

T.P. +10.8

T.P. +11.4

T.P. +1.3

T.P. +15

T.P. +13.5

T.P. +10.8

T.P. +11.4T.P.+9.3

T.P.+3.5

T.P.+3.5

T.P. +15.0

T.P. +13.0

水密扉への取替え等
（１．５年程度）

水密扉への取替え等
（１．５年程度）

水密扉への取替え等
（３年程度）

水密扉への取替え等
（１．５年程度）

防波堤のかさ上げ
（３年程度）

水密扉への取替え等
（２年程度）

水密扉への取替え等
（２～３年程度）

水密扉への取替え等
（３年程度）

Ｔ．Ｐ. （東京湾ポイント）：東京湾平均海面
Ｏ．Ｐ．（小名浜ポイント）：小名浜港基準面
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防潮壁の例（柏崎刈羽）

防潮堤の例（柏崎刈羽）

非常用発電装置の高台設置の例（浜岡）

水密扉の例（伊方）
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５月６日（金）
海江田経済産業大臣から中部電力に対し、浜岡原子力発電所の運転停止要請文書を発出。
菅内閣総理大臣、海江田経済産業大臣が記者会見。

全原子力発電所の緊急安全対策の確認・発表とあわせて、地震発生に伴う大規模な津波襲
来の切迫性のため、浜岡原子力発電所の全ての原子炉の運転停止を要請。

５月８日（日）
中部電力の水野社長が海江田経済産業大臣に対して、国に対する５つの要請の確認を依頼。

１．中長期的対策の完了を原子力安全・保安院が確認できれば、全号機で運転再開できること。
２．今回の要請は国民に一層安心頂くためのものであると周知すること。
３．運転停止に伴う追加費用負担について、その軽減に向け国として十分な支援を行うこと。
４．非常に厳しい需給バランスについて、国として十分な支援を行うこと。
５．立地地域への十分な説明、交付金・雇用等地域経済への十分な配慮を行うこと。

５月９日（月）
海江田経済産業大臣が５つの要請を確認。

中部電力が取締役会において、浜岡原子力発電所４号機および５号機の運転の停止、３号
機の運転再開の見送りを決定。

これまでの経緯

浜岡原子力発電所の運転停止要請
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地震発生の確率

設置者名 発電所名
30年以内に震度６強以上

の地震が起きる確率

北海道電力 泊発電所 ０．０％

東北電力
女川原子力発電所 ８．３％

東通原子力発電所 ２．２％

東京電力

柏崎刈羽原子力発電所 ２．３％

福島第一原子力発電所 ０．０％

福島第二原子力発電所 ０．６％

中部電力 浜岡原子力発電所 ８４．０％

北陸電力 志賀原子力発電所 ０．０％

関西電力

美浜発電所 ０．６％

大飯発電所 ０．０％

高浜発電所 ０．４％

中国電力 島根原子力発電所 ０．０％

四国電力 伊方発電所 ０．０％

九州電力
玄海原子力発電所 ０．０％

川内原子力発電所 ２．３％

日本原子力
発電

東海第二発電所 ２．４％

敦賀発電所 １．０％

原子力機構 もんじゅ ０．５％

30年以内に震度6強以上の地震が起きる確率
算定基準日2011年1月1日

地震調査研究推進本部地震調査委員会が取りまとめた各サイト毎の３０年
以内に震度６強以上の地震が起きる確率を防災科学技術研究所の地震ハ
ザードステーションにより公開したものから抜粋

地震本部・海溝型地震長期評価における想定地震

想定東
海地震
（参考値）
Ｍ8.0程度

87％
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目的

原子力発電所の更なる安全性の向上と安全性についての国民・住民の方々の安心・信頼の確
保のため、欧州諸国で導入されたストレステストを参考に、新たな手続き、ルールに基づく安全
評価を実施する。

事業者による評価結果について、原子力安全・保安院が確認し、さらに原子力安全委員会がそ
の妥当性を確認。（その上で、４大臣が原子力発電所の安全性について、国民・住民の安心と
信頼の確保がなされたかどうかを見極め､運転再開の可否を判断｡）

概要

○一次評価：

定期検査中で起動準備の整った原子力発電所について順次、安全上重要な施設・機器等が設
計上の想定を超える事象に対し、どの程度の安全裕度を有するかについて評価する。

○二次評価：

欧州諸国のストレステストの実施状況、事故調査・検証委員会の検討状況も踏まえ、稼働中の
発電所、一次評価の対象となった発電所も含めた全ての原子力発電所を対象に、総合的な安
全評価を実施する。

「我が国原子力発電所の安全性の確認について」（７月１１日）

安全性に関する総合的評価の目的と概要（平成２３年７月１１日）
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評価対象施設

全ての既設の発電用原子炉施設を対象とし、建設中のものを含める。ただし、東京電
力福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所及び廃止措置中であって燃料が
発電所内に存在しないものは除く。

また、核燃料サイクル施設については別途実施を検討する。

実施計画

○一次評価：

定期検査中で、起動準備の整った原子炉に対して順次実施する。

○二次評価：

評価対象となる全ての発電用原子炉施設に対して実施する。事業者からの報告の時
期は本年内を目処とするが、欧州諸国におけるストレステストの実施状況、事故調査
・検証委員会の検討状況を踏まえ、必要に応じて見直す。

現在定期検査で停止中／

現在稼働中で年内に定期検査
終了予定のもの

現在稼働中で年明け以降に定
期検査終了予定のもの

2011年12月

定期検査

定期検査

二次評価一次評価

一次評価二次評価

評価対象施設と実施計画
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事故の発生

多重の安全対策が機能不能

炉心の重大な損傷

建屋、施設・機器等の損傷

事故の進展

津波地震

【建屋、系統、機器等の設計】

一定程度想定以上の力がかかっても壊
れないように設計
→ 事故の発生防止

【施設全体としての安全対策】

事故が起こっても多重の安全対策によ
りその拡大を防止
→ 事故の拡大防止

【燃料の重大な損傷防止対策】

通常の手段がすべて失われた時の最
後の手段を予め準備。
→ 事態の早期収束

設計上の想定を超える評価対象事象

事象の進展

多重防護

設計上の想定を超える事象（地震、津波）が発生した場合に、個別機器等の設計、施設全体の安全
対策、及び燃料の重大な損傷の防止対策により、全体として炉心損傷に至るまでの安全上の余裕
がどの程度あるかについて評価する。

評価対象事象と安全裕度の評価の流れ
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全
体
的
な
余
裕

機器、配管類の構造健全性に関する余裕の考え方（概要）

地震時に加わる力の設計上の想
定値（計算値）

設計基準上の許容値

試験で確認された材料の強さ

（安全裕度）

２
次
評
価

１
次
評
価

（※

）

一次評価では、安全裕度の比較対象として規制に用いる基準上の許容値を適用。
二次評価では、構造健全性や機能が実際に失われる値を適用。

[主蒸気配管の例：２１７MPa]

[主蒸気配管の例：３７４MPa]

[未評価]

（主蒸気配管の内側に発生する応力の合計値）

※一次評価において、構造健全性、機能の維持を技術的に示すこ
とが可能であれば許容値を超える値も適用可とする。

地震に対する安全裕度の評価方法（機器等）
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建物の構造健全性に関する余裕の考え方

①設計上想定される地震動に対する最大の変形量の例 [せん断歪 0.5×10-3]

②変形はするが、機能維持に問題のない変形量（設計段階の変形の許容値）
[せん断歪 2×10-3]

③それ以上になれば倒壊するなど、機能を維持する限界の変形量
[せん断歪 4×10-3]

① ② ③

一
次
評
価

二
次
評
価

（安全裕度）

全
体
的
な
余
裕

高さ ｈ

変化量∆
※せん断歪＝変化量∆／高さｈ

地震に対する安全裕度の評価方法
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電源車、仮設ポンプ等の
配備、水源の確保、配電
盤の浸水対策

設計上の想定を超える津
波襲来

津波により、海水ポンプによる冷却機能、非常用ＤＧ、及び配電盤などの電気系統の機能が失われた
場合、原子炉の冷却ができず、炉心損傷に至るが、浸水対策などを実施することで、こうした事態を
回避し、安定的な冷却が可能となる。

過酷事象

（炉心損傷等）
の発生

電源車による電力供
給

仮設ポンプ等による
給水

非常用DGの機
能喪失

海水ポンプの
機能喪失

過酷事象の発
生を防止

受電設備の
機能喪失

全交流電源の喪失

海水冷却系機能の
喪失

燃料の重大な損傷を防
止する対策

津波に対する安全裕度の評価方法
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一次評価と二次評価の比較について
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